
（2025 年 5 月 1 日配信） 

 

留学生の査証（F-1 ビザ等）及び滞在資格（SEVIS 記録及び I-20）の取り消し事案の発生について 

 

●本年４月から、邦人留学生を含む外国人留学生の査証（F-1 ビザ等）及び滞在資格（SEVIS 記録及び I-20）の取り消

し事案が米国各州で発生しています。 

●ただし、一時的に取り消された滞在資格が回復されるとの報道も出ています。 

●ついては、現在の御自身の状況について所属している学校や機関の留学生等外国人受け入れを担当している部署に

照会いただき、不安な点がある場合には当館が HP 内でご案内している移民弁護士などの専門家に相談することをお

すすめします。 

 

１． 本年４月から、全米各地で邦人留学生を含む外国人留学生の査証（F-1、M-1、J-1 ビザ）及び滞在資格（学生・

交換訪問者情報システム（SEVIS）記録及び I-20）の取り消し事案が発生しており、当局から１５日以内に出国するよ

う通告を受けているとの報告も受けています。 

 ただし、現在の状況は流動的で、各地での訴訟を受け、取り消された滞在資格が一時的に回復されるとの報道もでて

います（査証取り消しの撤回についての報道は確認できていません）。 

 

２．米国当局によって査証（F-1、M-1、J-1 ビザ）もしくは滞在資格（SEVIS 記録及び I-20）が取り消された、また

はその両方が取り消された方（まだ回復されていない方を含む）は、それぞれ以下の状況にあると考えられます。 

（１）査証のみが取り消された場合 

 査証のみが取り消された場合、法的には滞在が可能ですが、滞在資格又は SEVIS 記録が取り消されていないかを所

属している学校や機関に確認が必要です。 

（２）滞在資格（SEVIS 記録及び I-20）のみが取り消された場合 

 米国関税移民局（USCIS）に滞在資格回復（reinstatement）申請を行うか、行わない場合は定められた期限内に出

国する必要があります。 

（３）両方取り消された場合 

 USCIS に滞在資格回復（reinstatement）申請を行うか、行わない場合は定められた期限内に出国する必要がありま

す。 

 

 上記いずれの場合でも、１５日以内の出国を求める通告（Authorized Early Withdrawal）を受けているかどうかに

かかわらず、米国滞在を継続することが移民法に抵触する可能性がありますので、滞在資格回復申請やその他の法的措

置の可能性について、所属されている学校や機関の留学生等外国人受け入れを担当している部署及び移民弁護士に相

談することをおすすめします。 

 なお、当館が紹介している弁護士リストは以下のサイトから閲覧可能です。 

https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/lawyer_interpreter.html#lawyer 

 

■在アメリカ合衆国日本国大使館   

住所：2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.   

電話：202-238-6700（代表）   

ＨＰ：https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

◎領事メールのバックナンバーはこちら 

https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_mail.html 
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